
女性のための労働相談「パワハラ・セクハラ」（弁護士　谷川
生子）
弁護士　谷川　生子

女性を対象とした労働相談で多くの割合を占めるのが、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等の職場内における人格権侵害に関
する相談です。
入ったばかりの職場で上司から「ぐず、なめくじ。給料ドロボー。」等の罵声を浴びせられた。
男性ばかりの職場で冷房が効きすぎて寒いと訴えたらわざと冷房が一番あたる場所に席替えを命じられた。
上司に命じられ運転手として車で現場に向かう間ずっと膝に手を置かれていた。
終業時間後に執拗に誘いのメールが来る。
産休後会社に復帰すると「まさか戻ってくるとは思わなかった。」と言われた・・・等々。

他人事と片付けないで
仕事のできない自分が悪い、きっぱり断れない自分が情けない、パワハラだとすら考えず毎日を鬱々と過ごしている女性が沢山います。

抗議すれば職場の人間関係が悪くなってしまう、あるいはクビになるかもしれない、と声を上げられないまま我慢を重ね、うつ病等の精神
疾患を発症し、結局退職を余儀なくされる例も少なくありません。

その場合、長期間就業できなくなり、問題は深刻です。
／使用者には、労働者が安全に労働に従事できるように配慮する義務があります（労契法５条）。この義務の一環として、会社に「職場で
のいじめ行為を防止する義務」を認める裁判例もあります。しかし残念ながら、パワハラ・セクハラに対する意識はなかなか高まりません。
社内の相談窓口の他、労働局や弁護士への相談が必要です。／

そのような中、社内でパワハラが横行し、社員がつぶされていくのを見るに堪えない、職場環境を改善するためにどうしたらよいかという
労働者からの相談がありました。
他人事と片付けない姿勢が、職場を、社会を変えていく力になると思います。

事務所と私（弁護士　谷川　生子）
弁護士　谷川　生子

入所して早くも５年が経ちました。弁護士１年目は、刑事事件でヘトヘトになった記憶があります。数の多さもさることながら、責任能力
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や故意を争う事件など、内容的に濃いものが集中していました。気難しい被疑者と接見室で怒鳴り合ったり、対応に苦労する事件に遭うた
びに、先輩弁護士に助けてもらいながら何とか終えてきました。そのほか、失業して次の仕事が見つからず、所持金が底を尽いたあげくに
オニギリを盗った人の事件。この人が、二度と同じことを繰り返さないためにはどうしたらよいのでしょうか。事務所には貧困問題、労働
問題に先進的に取り組んでいる弁護士が多くいました。埼玉総合に入らなければ、定期的に開かれる生活困窮者向けの相談会やホットライ
ンに参加することはなかったかもしれません。当事者の生の声を聞くなかで、自分も相手も同じ人間だということを実感しました。このこ
とは、私が事務所の活動から得られた最も大きな財産かもしれません。

今、世の中は、最後のセイフティネットである生活保護基準切り下げの方向にどんどん進んでいます。先頭で旗を振っている人々が、八方
塞がりで困っている人々の声を直接聞いたら、少しは変わってくれるでしょうか？
私にはまだ事務所の歴史は語れません。それでも、埼玉総合が、それぞれの時代で果たすべき役割の一端を担えたら、と思います。

ひとりぼっちじゃない、生活困窮者支援（弁護士　谷川　生子）
弁護士　谷川　生子

　昨年のことになりますが、１０月、埼玉弁護士会主催のシンポジウム「人間らしく働き生活するために」が開催され、私も埼玉弁護士会
貧困問題対策本部の一員として準備段階から関わりました。

　テーマは、生活困窮者の問題が深刻化する中、人間らしく生きる権利を実現するために「行政と民間との連携をすすめよう」というもの
で、当日は弁護士のほか、厚労省、埼玉県、さいたま市といった行政機関、夜明けの会、いのちの電話、埼玉県労働者福祉協議会等の民間
団体７団体、困窮状態にある当事者の方３名という多くの方々に壇上でご報告いただきました。

　弁護士会の企画に行政機関、民間団体が協力し、一堂に会するという機会はめったになく、冒険的な要素はありましたが、結果として総
勢１４５名の参加者を得て、集会は成功に終わりました。

　生活困窮者は、失業、多重債務、疾病等様々な問題を複合的に抱えており、各団体は日々それらの問題に懸命に取り組んでいますが、必
ずしも横のつながりがあるとはいえません。ある行政機関の方からは、今回のシンポジウムを通じて様々な取り組みがあることを知り、世
界が広がった気がするとの感想を頂きました。一人ぼっちじゃない、と気づくことは、当事者のみならず支援する側にも力になるようです。

　集会を通じて団体間の連携が図られ、従前からある生活困窮者の問題、さらには被災者支援にもつながればと思います。また新しい一年
が始まりました。
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現場の大切さ（弁護士　谷川　生子）
弁護士　谷川　生子

　平成１９年に弁護士登録してから１年が過ぎ、早くも２年目に突入しました。１年目で学んだことは数限りなくありますが、その一つが
「現場の大切さ」です。修習生時代、裁判所にいたときに、裁判官が「私は現場主義。皆さんも現場の大切さは忘れないでください。」と
言っていたのを思い出します。

　例えば、事故の現場に行くと、その周辺に何かしらの発見があります。「あんなところに木がある、これでは事故現場はあそこからは見
えないな。」とか、現場に当事者しかいなかったかと思えば、実はすぐ傍に広場があり、大勢の人がいたことなど。現場の様子は、季節、
曜日、時間帯によっても異なり、できれば事件のあった同じ曜日、時間帯に行きたいものです（なかなかままなりませんが。）。しかも、
現場に行って自分なりに納得した後は、それを周囲（主に裁判所）に伝えるという仕事が待っています。先日、自分で撮影した現場写真を
見て、自分が受けた現場の印象が全く表れていないことに愕然としました。趣味と実益を兼ね、カメラでも始めようかと思っているこの頃
です。

　今後、さらに日々の業務に追われ、より現場に行くだけの時間がとれなくなると予想されるだけに、今のうちに、現場に赴くことの大切
さを心に刻んでおきたいと思います。

裁判員裁判について（弁護士　谷川　生子）
弁護士　谷川　生子

　今年の２月、初めて裁判員裁判を経験しました。裁判員の反応を様々に思い描きつつ、弁護人の主張を伝えようと模索しましたが、結論
としては、弁護人の主張は退けられました。後悔や反省の念とともに、刑事裁判は、人の一生を左右すると改めて感じさせられた事件です。

　裁判員の選任手続に呼び出された人々は、皆緊張の面持ちで、重圧を感じているようでした。確かに、人の一生を左右するようなことに
関わりたくない、というのは、一般の人々の素直な気持ちでしょう。しかし、国民が裁判に参加することで、これまで目を向けられなかった
「刑事裁判のその後」にライトが当てられるようになるのではないか、と感じています。裁判官、検察官、弁護士でさえも、刑事手続の終
了と共に、被告人との関係が切れてしまうことがほとんどであり、特に裁判官は、具体的にその後被告人がどうなるのかを知らずにいるこ
とも多かったと思います。

　それに対し、裁判員は、被告人を前に、自分の出した結論により、この人はこの先どうなるのだろう、と考えます。また、考えて欲しい
と思い、公判では、刑務所への再入者率、約６割の犯罪が再犯によるものである事実などに関する客観的な資料を用い、刑務所が十分に機
能していない実態を示しました。
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　私自身、今回初めて知ったことは多く、不勉強を反省しましたし、裁判員裁判が、法曹三者に何らかの意識の変化をもたらすことは間違
いないように思います。


